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大分市営温水プール指定管理者募集要項 

 

大分市営温水プール（以下「温水プール」という。）が市民の心身の健全な発達に寄与するとい

う設置目的をより効果的に達成し、市民サービスの向上と経費削減をめざし、平成１９年度より指

定管理者制度を導入しています。 

今般、温水プールの設置目的をより効率的かつ、効果的に達成するため、第６期目の指定管理者

を次のとおり募集することといたしました。 

 

１． 施設の概要 

名   称  大分市営温水プール 

所 在 地  大分市西浜１番１４号 

開館年月日  平成７年７月１日 

敷地面積  約４，０００㎡ 

面   積  建築面積 １，３９０㎡ 延べ床面積 ２，１１５㎡ 

   構   造  鉄骨一部鉄筋コンクリート 地上２階 

   収容人数  １Ｆプールサイド：４８人  

２Ｆ観客席：２５８人 （内 身障者席：１０席） 

 特    徴  日本水泳連盟公認短水路（２５ｍ×１７ｍ（８コース）） 

        うち３コースは可動床式（水深０．６～１．８ｍ） 

  諸   室  会議室、更衣室、トイレ、シャワー室、医務室、エントランス 

        ホール、放送室（監視室）、採暖室、器具庫など 

  設  備  エレベータ（１基） 

  駐 車 場    普通車：６０台（内 身障者用：２台） 

  駐 輪 場  ５０台 

     

２ 指定管理者が行う管理の基準 

（１） 関係法令及び条例を遵守し、適正な管理を行うこと。 

（２） 平等な利用を確保し、公平かつ適切なサービスの提供を行うこと。 

（３） 施設及び設備の安全な維持管理を適切に行うこと。 

（４） 業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。 

（５） その他市長が必要と認める事項。 

 

３ 指定管理者が行う業務の範囲 

（１）指定管理者が行う業務 

① 温水プールの使用許可に関する業務 

② 温水プールの使用にかかる利用料金の徴収等各種手続きに関する業務 
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③ 温水プールの施設及び設備の維持管理に関する業務 

     ④ 温水プールの利用促進及び、スポーツの振興を図る業務 

⑤ その他温水プールの管理に関して市長等が必要と認める業務 

 

（２）留意事項 

① 業務内容の詳細については、募集要項に添付する大分市営温水プール指定管理者

管理運営業務仕様書（以下「仕様書」という。）を参照してください。 

② 管理運営業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせることはできません。 

  ただし、業務の一部について、書面により市長等の承認を受けた上で、専門の事

業者に委託することは可能です。また、委託を受けた第三者がさらに他の事業者に

業務を委託する場合（再々委託）も、書面による市長等の承認が必要です。 

③ 大分市営温水プール管理運営業務報告書等により、指定管理者の業務実施状況が

協定書で定める基準を満たしていないと判断した場合は、指示等を行い、改善が見

られないときは、指定を取り消すことがあります。 

 

４ 目標指標 

①  指標１ ：年間利用者数   

令和６年度  １００,０００人 

令和７年度  １０５,０００人 

令和８年度  １１０,０００人 

令和９年度  １１５,０００人 

令和１０年度 １２０,０００人 

       ② 指標２ ：自主事業（教室、講座）の教室：１週１５種類５０回 

※ 上記指標は、大分市営温水プールの管理運営業務に関して、本市が目標設定した 

    ものです。 

  

５ 指定期間 

    令和６年４月１日から令和１１年３月３１日までの５年間 

 

６ 管理に要する経費等 

（１）利用料金収入等の取扱い 

大分市営温水プールの管理運営については、その利用に係る料金を指定管理者が自らの

収入として収受する「利用料金制」を採用します。 

利用料金については、条例で定める使用料の金額の範囲で、市長等の承認を得て、指定

管理者が定めることができます。また、利用料金以外の事業等に係る料金については、市

長等の承認を得て、指定管理者が定め、収入とすることができます。 

なお、市が条例で規定する使用料については、「大分市営温水プール管理条例別表（第
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４条関係）」（募集要項別紙１）を参照してください。 

※消費税の引き上げが行われた場合またはその他の理由による条例の改正により、使用

料の変更が生じる可能性があります。 

 

 （２）施設利用等に係る審査及び処分の基準 

指定管理者は、市長等の承認を得て、施設の使用の許可に係る審査基準及び標準処理期間、

利用料金に係る減免基準・還付基準及び標準処理期間並びに許可の取消し等に係る処分基準

を定めるものとします。 

なお、詳細は「大分市営温水プール使用料減免基準」（募集要項別紙２）を参照してくだ

さい。 

  

（３）指定管理料 

   適正に算出された本施設の管理運営経費の合計金額から、事業提案に基づき事業が実施さ

れた場合に想定される当該利用料金収入等を差し引いた額（自主事業分を含む。）を指定管

理料として本市が指定管理者に支払うものとします。 

指定管理料＝管理運営経費―利用料金収入等 

   なお、指定管理料は、毎年度、予算の範囲内で、本市と指定管理者が協議の上、決定す

るものとします。 

    

  ※指定管理料の参考額 

   平成３１年度 指定管理料   ５０，１６０，０００円 

   令和２年度  指定管理料   ５５，７６６，２７０円 

   令和３年度  指定管理料   ５０，６１６，０００円 

   令和４年度  指定管理料   ５０，６１６，０００円 

   令和５年度  指定管理料   ５０，６１６，０００円 

               計 ２５７，７７４，２７０円 

     

（４）指定管理料の支払い 

事業年度（４月１日から翌年３月３１日まで）ごとに指定管理料を決定し、その指定管理

料を支払います。なお、支払金額及び方法等は協定書に定めます。 

 

 

（５）区分会計の独立と管理口座 

指定管理者は、指定管理者の業務に係る会計帳簿類及び経理規定を設けるとともに、収

入及び経費については、独立した別の口座で管理してください。 

また、他の「公の施設」の指定も受ける場合は、原則として 1施設 1口座とし、他の「公

の施設」の管理口座とは別の口座で管理してください。 
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（６）消費税について 

指定管理料及び利用料金は、消費税及び地方消費税の課税対象となります。 

 

（７）施設等の修繕について 

施設又は設備が毀損した場合の修繕料は、指定管理者の負担とします。 

ただし、大規模修繕等（１件あたり５０万円を超えると市長等が認めるもの）は、事業

計画において提示のあった金額を参考に、修繕等の内容を精査のうえ、毎年度に予算の範

囲内で市が修繕等を行うこととし、修繕等の実施時期は、指定管理者と協議により決定し

ます。 

 

（８）備品等について 

備品等の管理、購入その他の取扱いについては、募集要項に添付する仕様書及び大分市

営温水プールの指定管理に関する基本協定書（案）に定めるところによるものとします。 

 

７ 指定管理者の応募資格等 

（１）応募資格 

① 応募者は、法人その他の団体（以下「団体等」という。）又は複数の団体等により構成

された共同企業体等（以下「共同企業体等」という。）であって、指定期間中、安全かつ

円滑に温水プールの管理運営を行うことができる団体等とします。 

② 応募者（共同企業体等の場合は代表構成員である団体等をいう。）は、申請時において

大分市内に事務所又は事業所を置き、又は指定管理期間開始までに大分市内に事務所又

は事業所を置こうとする団体等でなければなりません。 

 

（２）共同企業体等の応募について 

  ① 共同企業体等で応募する場合は、応募時に共同企業体等を結成することとします。 

② 構成員の中から代表構成員を定めてください。 

③ 協定書の締結に当たっては、共同企業体等の構成員全てを協定の当事者とします。 

④ 指定管理予定者選定後の協議は、代表構成員を中心に行いますが、協定書に関する責

任は、共同企業体等の構成員の全てが負うことになります。 

 

（３）複数応募の禁止 

  ① 単独で応募した団体等は、共同企業体等で応募することはできません。 

② 共同企業体等で応募した団体等は、他の共同企業体等の構成員となることはできませ

ん。 

 

（４）共同企業体等の構成員の変更 
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共同企業体等で応募した場合、その構成員の変更は、原則として認めません。 

 

（５）欠格条項 

次に該当する団体等（共同企業体等の構成員である団体等を含む。）は、応募者となるこ

とができません。 

  ① 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当する団体等 

  ② 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 244条の 2第 11項の規定により、本市又は他

の地方公共団体から指定管理者の指定を取り消され、2 年（他の地方公共団体の場合は、

1年）を経過しない団体等 

③ 大分市建設工事等に係る指名停止等の措置に関する要領（平成 12年大分市告示第 477

号）又は大分市物品等供給契約に係る指名停止等の措置に関する要領（平成 21年大分市

告示第 553号）に基づく指名停止措置期間中である団体等 

  ④ 会社更生法（平成 14年法律第 154号）、民事再生法（平成 11年法律第 225号）等に基

づく再生手続等を行っている団体等又は銀行取引停止、主要取引先からの取引停止等の

事実があり、客観的に経営状況が不健全であると判断される団体等 

  ⑤ 法人市民税、法人事業所税、消費税及び地方消費税について、過去 1 年間に滞納があ

る団体等 

⑥ 指定を請負とみなした場合に、地方自治法第 92 条の 2、第 142 条（同法第 166 条第 2

項において準用する場合を含む。）又は第180条の5第6項の規定に抵触する本市の議員、

市長、副市長、教育長、委員会の委員長又は委員が支配人、無限責任社員、取締役、監

査役若しくはこれらに準ずべき地位に就任している団体等（本市が資本金その他これに

準ずるものを出資している団体等を除く。） 

 ⑦ 応募者となる団体等が次のいずれかに該当するとき 

イ  役員等（役員及び支配人、支店及び営業所の代表者その他実質的にその経営に関与し

ている者をいう。以下同じ。）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成 3 年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。）第 2 条第 6 号に規定する暴力団員

（以下「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

ロ  暴力団（暴力団対策法第 2条第 2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団

員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ハ  役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

ニ  役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直

接的あるいは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認めら

れるとき。 

ホ  役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めら

れるとき。 
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（注）指定申請時点で、欠格条項に該当しなかった団体等が、以後、欠格条項に該当すること

となった場合は、指定管理者の指定を行わず、又は指定の取消し等を行うことがあります。 

 

８ 指定管理者が果たすべき責任 

（１）法令等の遵守 

指定管理者は、施設の管理に当たっては、次に掲げる法令等を遵守しなければなりませ

ん。 

① 地方自治法、地方自治法施行令その他行政関連法規 

② 大分市営温水プール管理条例及び管理条例施行規則 

③ 大分市情報公開条例（平成 16 年大分市条例第 3 号）、大分市暴力団排除条例（平成

23年大分市条例第 19号） 

④ 大分市あらゆる差別の撤廃及び人権の擁護に関する条例（平成 8 年大分市条例第 2

号） 

⑤ 労働基準法（昭和 22年法律第 49号）、労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号）、最

低賃金法（昭和 34年法律第 137号）ほか労働関係法規 

⑥ 個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号） 

⑦ 男女共同参画社会基本法（平成 11年法律第 78 号）、障害を理由とする差別の解消の

推進に関する法律（平成 25 年法律第 65 号）、部落差別の解消の推進に関する法律（平

成 28年法律第 109号）、その他関係法令等 

 

（２）安全管理 

     指定管理者は、安全管理の徹底のため、法令等を遵守した対応マニュアル（安全管理マ

ニュアル）を作成し、従事者に周知徹底を図り、安全対策に万全を期さなければなりませ

ん。 

 

（３）個人情報の保護   

指定管理者が施設の管理を行うに当たり、個人情報を取り扱う場合は、その取り扱いに

十分留意し、漏洩、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理に努め、個人情報

を保護するために指定管理者の保有する個人情報の安全管理のための措置に関する規程を

定める等必要な措置を講じなければなりません。 

個人情報の漏洩等の行為に対しては、個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57

号）に基づく罰則が適用されます。 

 

（４）情報公開 

指定管理者が管理を行うに当たり作成し、又は取得した文書等で指定管理者が管理して

いるものの公開については、別途指定管理者において規程を定めるなど適正な情報公開に

努めなければなりません。 
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（５）あらゆる差別の撤廃及び人権の擁護 

指定管理者が管理を行うにあたり、「大分市あらゆる差別の撤廃及び人権の擁護に関する

条例」の趣旨を踏まえ、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別の撤廃及び人権の擁護

に関する施策の推進に努めるとともに、研修等を実施し、人権感覚の醸成を図らなければ

なりません。 

 

（６）文書の管理・保存 

指定管理者が業務に伴い作成し、又は受領する文書等は、大分市文書規程等に基づいて、

別途指定管理者において規程等を定め、適正に管理・保存しなければなりません。 

また、指定期間終了時に、本市の指示に従って引き渡さなければなりません。 

 

（７）守秘義務 

指定管理者及びその従事者は、施設の管理を行うに当たり、業務上知り得た内容を第三

者に漏らしたり、自己の利益のために使用してはいけません。指定管理者の指定期間が終

了した後又は従事者がその職を退いた後においても同様とします。 

 

（８）災害対応業務 

災害時に、施設が避難所等として使用される場合、指定管理者は本市の指示に従い、管

理運営業務の全部又は一部を速やかに停止するとともに、避難所等の運営業務について本

市に協力しなければならない。 

 

９ 募集要項の配布期間、現地説明会等 

（１）募集要項等配布 

配布期間：令和５年８月２９日（火）から令和５年９月１５日（金）まで 

配布時間：午前８時３０分から午後５時１５分まで 

配布場所：大分市荷揚町２番３１号 大分市企画部スポーツ振興課 

        募集要項等は、大分市ホームページからもダウンロードできます。 

 

（２）現地説明会 

開催日時：令和５年９月１２日（火）午後２時から 

開催場所：大分市西浜１番１４号 大分市営温水プール 

参加申込：参加される場合は、令和５年９月７日（木）午後５時１５分までに「大分市営

温水プール指定管理者に係る現地説明会参加申込書」（様式４）により、大分

市企画部スポーツ振興課に申し込んでください。 

なお、申し込み状況によっては、参加人数を制限する場合があります。 

申込方法：ファクシミリ、電子メール（いずれも必着とします。） 
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（３）募集要項等に関する質問書の受付 

募集要項等の内容に関する質問を「大分市営温水プール指定管理者募集要項等に関する

質問書」（様式５）により、次のとおり受け付けます。 

質問書受付期限（初回）：令和５年９月４日（月）午後５時１５分 

質問書受付期限（最終）：令和５年９月１５日（金）午後５時１５分 

質問書提出場所：大分市荷揚町２番３１号 大分市企画部スポーツ振興課 

提出方法：電子メール（電話でのご質問は、受け付けません。） 

 

（４）回答方法 

質問に対する回答は、電子メールにより個別に回答するほか、応募者間の公平を期す

ため、大分市ホームページにて原則公表します。（質問者の氏名等個人情報は標記しませ

ん。） 

 

１０ 指定申請書等の提出 

（１）提出書類 

書  類  名 備  考 

①指定管理者指定申請書  

②管理運営事業計画書（令和６年度～１０年度）  

③管理運営収支予算書（令和６年度～１０年度）  

④応募資格がある旨の誓約書  

⑤定款又は寄附行為及び登記事項証明書の謄本 

（法人以外の団体は、これらに相当する書類） 

 

⑥指定申請の日の属する事業年度の前事業年度

を含む過去３期分における団体等の財産目

録及び貸借対照表、損益計算書等の財務諸表 

指定申請の日の属する事業年度に

設立された団体等にあっては、その

設立時における財産目録 

⑦指定申請の日の属する事業年度及び当該事業

年度の翌年度事業における団体等の事業計

画書及び損益計算書又は収支予算書 

 

⑧団体等の組織及び運営に関する事項を記載し

た書類 

設立趣旨、従事者数、資本金の額そ

の他経営規模等 

⑨団体等が現に行っている業務の概要を記載し

た書類 

事業内容等 

⑩税の滞納がないことを証明するもの 

（国・県・市税納税証明書又は非課税証明書） 

令和４年度分 

⑪労働者災害保険に加入していることを証する 従事者を雇用していない事業者は



9 

 

書類（写し） 除く。 

⑫大分市暴力団排除条例に基づく、暴力団等で

ない旨の誓約書及び役員名簿 

 

⑬その他市長等が必要と認める書類  

 ※共同企業体等で応募する場合、①は代表構成員のみ、④～⑬については、代表構成員 

を含む全構成員分を提出してください。 

 

（２）提出期間： 令和５年９月２０日（水）から令和５年１０月３日（火）まで（土曜・日 

曜・祝日を除く。） 

※受付時間は、午前８時３０分から午後５時１５分までとします。 

※提出期限後の変更及び追加は、認めません。 

 

（３）提出場所： 大分市荷揚町２番３１号 大分市企画部スポーツ振興課 

 

（４）提出方法： 指定申請書等１１部（正本１部、副本１０部）を上記に定める提出場所に

持参又は郵送してください。 

提出は上記方法に限り、ファクシミリ等による提出は受理しません。要求

した内容以外の書類、図面等についても受理しません。 

 

（５）提出に当たっての留意事項 

① 提出書類の変更の禁止 

提出された書類の内容を変更することはできません。（軽微な変更を除く。） 

② 提出書類の取扱い 

提出書類の著作権は、申請者に帰属します。ただし、本市は指定管理者の決定の公

表等必要な場合は、提出書類の内容を無償で使用できるものとします。 

なお、提出書類は、理由の如何にかかわらず返却しません。 

③ 申請の辞退 

申請書類を提出した後に辞退する場合は、「大分市営温水プール指定管理者申請辞退

届」（様式６）を提出してください。 

④ 提出書類の使用言語 

提出書類の作成に当たっては、日本語を使用してください。 

⑤ 虚偽の記載をした場合の無効 

申請書類に虚偽の記載があった場合は、失格とします。 

⑥ 個別接触の禁止 

大分市営温水プール指定管理予定者選定等委員会の委員、本市の職員その他本件関係

者に対する本件申請についての個別接触を禁止します。 

⑦ 情報公開 
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提出書類は、大分市情報公開条例の規定に基づき公開することがあります。 

⑧ 追加資料の提出 

本市が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。 

⑨ 応募に関する費用負担 

応募に際して必要な費用は、応募者負担とします。 

 

１１ 応募者による提案 

応募者は、次に掲げる事項について、事業計画書により提案することとします。 

（１） 施設の設置目的等を踏まえた管理運営の基本的な考え方等 

（２） 施設の管理運営に関する達成目標（本市が設定した目標指標に対するもの及び応募者が

独自に掲げる具体的な目標数値等） 

（３） 利用者のサービス向上及び施設の利用促進についての考え方等 

① 利用者サービスを向上させるための具体的な方策 

利用時間、休館日、利用料金等の変更、利用者の要望の把握方法等 

② 利用者増のための考え方等   

自主事業、広報計画等 

（注）自主事業は、仕様書に記載された業務以外で、指定管理者が自己の責任において自主的に

実施するものであって、公の施設の設置目的に沿い、市民の利用に支障を来さないものであり、  

かつ、本市の承認した事業に限り実施できるものとします。 

（４） 安心・安全面からの管理運営の具体策等 

（５） 施設の平等な利用の確保の手法等 

（６） 予算計画 

① 管理経費の効率化につながる方策 

② ５年間の収支計画 

（７） 施設の管理運営体制等 

① 職員の配置と勤務体制 

② 職員の研修計画 

（８） 個人情報保護の考え方等 

（９） その他アピールポイント等 

 

１２ 指定管理者と本市の責任分担等 

本市と指定管理者の責任分担は、概ね次表のとおりとし、詳細は協定書等で定めます。 

(◎：原則として責任がある。 〇：一部責任を負う場合がある。) 

項   目 本市 指定管理者 

事業運営に影響のある法令の変更  ◎ 

資金調達  ◎ 

物価（指定後のインフレ､デフレ）  ◎ 
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金利の変動  ◎ 

不可抗力による業務の変更､中止等 協議事項 

本市の責任による業務の中止等 ◎  

指定管理者の責任による業務の中止等  ◎ 

指定管理者の事業放棄､破綻  ◎ 

申請費用の負担  ◎ 

施設運営の引継ぎコストの負担  ◎ 

施設競合による利用者減、収入減  ◎ 

当初の需要見込みと異なる状況  ◎ 

本市以外の要因による運営費の増加  ◎ 

本市の協定内容の不履行 ◎  

指定管理者の事由による業務及び協定内容の不履行  ◎ 

要求水準の不適合  ◎ 

管理運営  ◎ 

機械設備の保守点検（法定を含む。）  ◎ 

備品の購入及び管理 ○ ◎ 

必要な消耗品の購入  ◎ 

不可抗力による施設の修繕等 協議事項 

不可抗力以外の施設の修繕等 ◎ 

（1件 50万円超） 

◎ 

(1件 50万円以内) 

施設の法的管理（利用許可・目的外使用許可） ◎ 

(目的外使用許可) 

◎ 

（利用許可） 

苦情対応 ○ ◎ 

事故対応 ○ ◎ 

災害時対応 〇（指示等） ◎ 

災害復旧 ◎ ○ 

包括的管理責任 ◎  

利用者に係る賠償責任保険の加入 ○ ◎ 

火災保険の加入 ◎  

施設の管理瑕疵により損害が生じたとき  ◎ 

施設の設置瑕疵により損害が生じたとき ◎  

備 考  

※  上記に含まれない事項は、本市と指定管理者間の協議によるものとします。 

※ 利用者の責めに帰すべき事由による損傷で、その利用者が特定できる場合における損害

回復等についての交渉は、指定管理者が行うものとします。 

※ 指定管理者の責めに帰すべき事由により生じた損害について、本市が損害を賠償したと
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きは、本市は指定管理者に求償権を有するものとします。 

 

１３ 優遇措置 

指定管理者に対して行うモニタリングの総合評価を毎年実施し、指定管理期間の最終年を 

除く平均点を算出し、その結果が８割以上となった場合、次回の選定時に指定管理者に対し 

て優遇措置を行います。 

 

１４ 指定管理予定者の選定方法 

 提出した書類及びヒアリングによる選考 

（１）選定手続 

① 選定の手順 

Ⅰ 募集及び選定は、公募型プロポ－ザル方式とします。 

Ⅱ 申請書の受理後、大分市企画部スポーツ振興課において資格審査を行います。 

Ⅲ 外部の学識経験者等計６名により構成された、大分市営温水プール指定管理予定者選

定等委員会（以下「選定等委員会」という。）において、選定基準に基づき提出書類及

びヒアリングにより、選考を行います。なお、選定等委員会の会議は、非公開とします。 

Ⅳ 選定等委員会において、評価点が６割以上の者で、上位得点順に指定管理予定者を選

定し、市長等が決定します。 

  なお、指定管理予定者との協議が成立しない場合は、評価点第２順位の者を指定管理

予定者として協議を行います。 

また、すべての応募者が ６割未満の評価点となった場合は、選定等委員会において「最 

低評価点」の設定を行い、再度審議のうえ、評価点以上の応募者の中から指定管理予

定者の選定を行います。 

Ⅴ 指定管理者の指定は、令和５年第４回大分市議会定例会での議決を経て、市長が行い

ます。 

② ヒアリング 

Ⅰ 選定等委員会においては、応募者からヒアリングを実施する予定です。 

Ⅱ 実施方法は、応募者の代表者等（３名まで出席可）から事業計画書等についての説明

及び選定等委員会の委員からの質疑とします。 

Ⅲ ヒアリングに要する経費は、全て応募者の負担とします。 

 

（２）選定結果の通知・公表 

選定結果については令和５年１１月上旬に、応募者全員に対して郵送にて通知します。 

 

１５ 指定管理予定者の選定基準 

指定管理予定者の選定に当たって、その基準となる要件は、次のとおりとします。 

① 当該公の施設の効用を最大限に発揮させる内容の事業計画書を作成した者であること。 
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② 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有する者であること。 

③ 当該公の施設の管理を行うに当たり、平等な利用を確保できる者であること。 

④ その他本市が必要と認める事項 

※選定基準は別紙「市営温水プール指定管理予定者の選定基準」参照  

 

１６ 決定までのスケジュ－ル 

①  募集要項配布期間      令和５年 ８月２９日（火）～９月１５日（金） 

②  質問書受付期限（初回）   令和５年 ９月 ４日（月） 

③  現地説明会         令和５年 ９月１２日（火） 

④  質問書受付期限（最終）   令和５年 ９月１５日（金） 

⑤  申請書受付期間       令和５年 ９月２０日（水）～１０月３日（火） 

⑥  選定等委員会ヒアリング   令和５年１０月中旬～下旬 

⑦  選定結果通知・公表     令和５年１１月上旬 

⑧  議会における議決      令和５年１２月中旬 

⑨  指定管理者の指定の告示   令和５年１２月中旬 

⑩  基本協定書の締結      令和６年 ３月下旬 

⑪  年度協定書の締結      令和６年 ３月下旬 

⑫  指定管理者による管理の開始 令和６年 ４月 １日 

 

１７ 協定の締結 

指定管理者の指定の後に、施設の管理業務に関し、包括的な事項を定めた基本協定書及び

各年度の実施事項等を定めた年度協定書を締結します。詳細については、別添の基本協定書

（案）及び年度協定書（案）に基づき、協議の上、当該協定書を締結します。 

 

（１）基本協定書に盛り込む事項 

① 総則 

協定の趣旨・目的、管理物件、指定期間等 

② 本業務等の範囲と実施条件 

指定管理者が行う本業務及び自主事業の範囲等 

③ 本業務等の実施 

業務の実施、開業準備、第三者委託、管理物件の修繕等、安全管理等、個人情報保護、

情報公開、従事者研修等 

④ 備品等の取扱い 

備品等の貸与等 

⑤ 本市の確認事項 

年度事業計画書、業務報告書、モニタリング、改善指示等 

⑥ 指定管理料及び利用料金 



14 

 

指定管理料の支払、利用料金 

⑦ 損害賠償及び不可抗力 

損害賠償等、第三者への賠償、保険、不可抗力による損害等、責任分担 

  ⑧災害時の対応に関する事項 

避難所等の開設、自主避難者への対応、避難所等の運営への協力、業務内容の報告、個 

人情報の取扱い、費用の負担 

⑨ 指定期間の満了 

業務の引継ぎ、原状回復義務、備品等の引継ぎ等 

⑩ 指定の取消し等 

指定の取消事由等 

⑪ その他 

権利又は義務の譲渡の禁止、専用口座の開設、疑義の協議等 

 

（２）協定が締結できない場合の措置等 

指定管理者が、協定の締結までに次に掲げる事項に該当するときは、その指定を取り消

し、協定を締結しないことがあります。 

① 正当な理由なくして協定の締結に応じないとき。 

② 財務状況の悪化等により、管理業務の履行が確実でないと認められるとき。 

③ 著しく社会的信用を損なう等により、指定管理者としてふさわしくないと認められる

とき。 

 

１８ 事業実施状況の監視等 

（１）管理運営状況に関するモニタリング 

指定管理者が行う業務の実施状況を把握し、良好な管理運営状況を確保するために、本

市は定期的及び随時にモニタリングを実施します。 

指定管理者は、本市が指定する報告書を提出する義務があり、運営状況が適正でないと

認められる場合は、本市は指定管理者に対して改善等の必要な指示を行い、指定管理者は

速やかに措置を講ずるものとします。 

また、安定的な施設利用を担保するため、必要に応じて指定管理者自体の経営状況等を

確認させていただく場合があります。 

 

（２）施設利用者の意見・苦情等の聴取 

施設利用者の利便性の向上等の観点から、施設利用者の意見・苦情等の聴取結果及び業

務改善への反映状況について本市に報告することとします。 

 

（３）帳簿類等の提出要求 

監査委員等が監査等をするために必要があると認める場合は、指定管理者に対して帳簿
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書類その他の記録の提出を求める場合があり、この場合は速やかに指示に従うものとしま

す。 

 

１９ その他の事項  

（１）指定管理者の責めに帰すべき事由による指定の取消し等 

① 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定を取り消し、又は期間を定めて

本業務等の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとします。 

Ⅰ 指定管理者が本協定、関係法令等に違反する等不正行為を行ったとき。 

Ⅱ 指定管理者が本市に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。 

Ⅲ 指定管理者が応募資格要件に該当しなくなったとき。 

Ⅳ 指定管理者が経営状況の悪化などにより、本業務等を行うことが不可能又は著しく困

難となったとき。 

Ⅴ 指定管理者の役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有して

いると認めるとき。 

Ⅵ その他本市が必要と認めるとき。 

② 上記の取消し等の事由により、本市が指定を取り消し、又は期間を定めて本業務等の

全部若しくは一部の停止を命じた場合において、本市に損害が生じた場合は、指定管理

者は、本市にその損害を賠償しなければならないものとします。 

この場合において、指定管理者に損害・損失や増加費用が生じても、本市はその賠償

の責めを負わないものとします。 

  ③ 指定管理者は、上記の取消事由のⅢ若しくはⅣに該当することとなった場合又はその

おそれがある場合は、速やかに本市に報告しなければなりません。  

 

（２）不可抗力等による指定の取消し等 

不可抗力その他本市及び指定管理者の責めに帰することができない事由により、業務の

継続が困難となった場合は、双方協議の上、指定の取消し又は業務の全部または一部の停

止を行うことができるものとします。 

この場合において、取消し等により発生する損害等の負担については、協議の上、決定

します。 

 

（３）その他協議すべき事項 

協定書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、本市及び指定管理者双方が誠意をも

って協議するものとします。 

 

（４）業務の引継ぎについて 

指定期間の終了又は指定の取消し等により、本市又は本市が指定する者に業務を引き継

ぐ場合は、円滑な引継ぎに協力していただきます。 
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（５） 事業所税について 

利用料金制を適用している公の施設の事業については、指定管理者に事業所税（資産割・

従業者割）が課税される場合があります。（総収入に占める指定管理費の割合が一定割合

に満たず、事業主体が指定管理者と判断される場合。※一定割合とは「おおむね 5 割」） 

事業所税の資産割については、市内の全事業所の合計床面積が 800 ㎡を超えると申告義

務が生じ、1,000㎡を超えると課税対象となります。また、従業者割については、市内の全事

業所の従業者数が 80人を超えると申告義務が生じ、100人を超えると課税対象となります。 

詳しくは、担当課（税制課諸税担当班／電話 097-537-7314）にお尋ねください。 

  

（６）学校における「民間プール活用委託事業」に準ずる事業の実施について 

  指定管理者となった際は、大分市教育委員会が行う「民間プール活用委託事業」に準じ、

大分市営温水プールにおいて学校プールの授業に係る指導等の事業を実施していただきます。 

詳細については、関係課と協議を行い、決定いたします。 

 

２０ 問合せ先 

  大分市企画部スポーツ振興課 

  〒870-8504 大分市荷揚町２番３１号 

  電話（直通）０９７‐５３７‐５６５０ 

  ＦＡＸ   ０９７‐５３８‐６２３６ 

  e-mail  sportsisetu@city.oita.oita.jp 

mailto:sportsisetu@city.oita.oita.jp

